
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「荒川水系河川整備計画（変更案）」について

関係都県知事からいただいたご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省関東地方整備局 



 

国関整河計第２５号 

令和２年７月１６日 

 

 

埼玉県知事 様 

 

 

国土交通省  

関東地方整備局長 

 

 

荒川水系河川整備計画（変更案）について（照会） 

 

 

標記について、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２に基づき、別添のと

おり荒川水系河川整備計画（変更案）を作成しましたので、同法第１６条の２第５項によ

り下記の関係書類を添付の上、意見を求めます。 

今般、当局においては、行政文書に関する取扱規則を改正し、公印を省略することとし

ました。 

 

 

記 

 

添付書類：荒川水系河川整備計画（変更案） 









国関整河計第２５号 

令和２年７月１６日 

 

 

東京都知事 様 

 

 

国土交通省  

関東地方整備局長 

 

 

荒川水系河川整備計画（変更案）について（照会） 

 

 

標記について、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２に基づき、別添のと

おり荒川水系河川整備計画（変更案）を作成しましたので、同法第１６条の２第５項によ

り下記の関係書類を添付の上、意見を求めます。 

今般、当局においては、行政文書に関する取扱規則を改正し、公印を省略することとし

ました。 

 

 

記 

 

添付書類：荒川水系河川整備計画（変更案）












